
◎環境影響評価法の一部を改正する法律 
（令和七年六月二〇日法律第七三号）   

一、提案理由（令和七年五月九日・衆議院環境委員会） 

○浅尾国務大臣 ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案に

つきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実

績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行か

ら十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次の

ような二つの課題が明らかになったところであります。 

 一点目は、今後、既存の工作物の建て替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増

加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わ

らない建て替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の

調査を事業者に課しているところであります。 

 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環

境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の

公表がおおむね一か月に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことで

あります。 

 本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建て替えに関する環境影響評価手続

の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情

報の活用を進めるものであります。 

 次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。 

 第一に、工作物の建て替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその

使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮

書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに

代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための

配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、

事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となり

ます。 

 第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公

表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣

が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実

施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。 

 以上が、本法案の提案の理由及びその内容の概要です。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（令和七年五月二〇日） 

○近藤昭一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審



査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、工作

物の新設又は増改築の事業であって現に存在する工作物の撤去及び当該工作物と類似の

工作物の新設を目的とするものについて環境影響評価方法書の作成前の手続の見直しを

行うこと、環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講ずるもの

であります。 

 本案は、去る五月八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託をされました。 

 本委員会におきましては、翌九日、浅尾環境大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑

に入りました。十三日参考人から意見を聴取し、十六日に質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対しまして、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、趣旨の

説明を聴取しました。 

 次いで、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の低減と環境影

響評価手続の合理化がともに実現できる基準を定めるとともに、当該政令の適用に当

たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確

実に環境負荷の低減が確保されるよう事業者への周知に努めること。また、適正な環

境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み

等更なる手続の合理化を図ること。 

二 環境影響評価手続において事業者等が作成する図書について、国が保有するデータ

ベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用でき

る方策を検討すること。また、今後の事業による環境影響の低減に資するため、国に

おいて、当該図書についての分析を進めること。 

三 風力発電及び太陽光発電は、環境影響の程度が規模ではなく立地に依拠する場合が

あることを踏まえ、小規模な風力発電及び太陽光発電についても適正な環境配慮が確

保される施策を早期に検討し、所要の措置を講ずること。また、地球温暖化対策の推

進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設

定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニ

ングの実施に係る課題を抽出し、地方自治体の取組を支援すること。 

四 環境影響評価制度をはじめとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民

等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事



業者等への周知を十分に行うこと。 

五 特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な影響評価について、標準的

な手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための

調査を開始し、早急に策定すること。 

六 現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事業開始後に顕在化した環

境影響が確認された場合には、事業計画や環境保全措置の見直し・変更を促す仕組み

を早急に検討すること。 

七 諸外国等で実施されている、個別事業の計画・実施の枠組みを与えることになる上

位の計画や政策の検討段階における戦略的環境影響評価の導入に向け、具体的な検討

を早急に開始すること。 

八 事業内容に変更等があった場合に事業者による環境配慮手続を再実施すること等を

確実に担保するための方策や、法対象規模を下回る事業に係る効果的かつ効率的な環

境配慮の確保等について速やかに措置する必要性に鑑み、本法附則第四条に基づく検

討時期を待つことなく不断に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 

三、参議院環境委員長報告（令和七年六月一三日） 

○青山繁晴君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、

風力発電事業等に係る工作物の建て替えに関する環境影響評価手続の見直しを行うこと、

環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講じようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、宮城県へ委員派遣を行うとともに、参考人から意見を聴取し

たほか、建て替え事業における適切な環境配慮の確保の必要性、環境影響評価図書の継

続公開の在り方、環境影響評価制度の意義と改善の必要性等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局いたしましたところ、本法律案に対し、れいわ新選組を代表して山本委員

より、建て替え事業に係る配慮書手続の対象となる既存工作物から、地熱発電所を除く

火力発電所及び原子力発電所を除外すること等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下理事より修正案及び原

案に反対、れいわ新選組を代表して山本委員より修正案に賛成、原案に反対する旨の意

見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月一二日） 



 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と

環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏

まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを

作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確実に環境負荷の低減が確保

されるよう事業者への周知に努めること。 

二、建替事業による環境影響の可能な限りの回避・低減及び手続の円滑化に資するよう、

事業者が計画段階環境配慮書に記載すべき環境配慮の内容について、主務大臣が定め

るべき指針に関する基本的事項及び主務省令等において明確に示すとともに、事業者

への周知を図ること。 

三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目

の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法

律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合

理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 

四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、

事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意

を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 

五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデ

ータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用

できる方策を検討すること。また、今後の事業による環境影響の低減に資するため、

国において、当該図書についての分析を進めること。 

六、風力発電及び太陽光発電は、環境影響の程度が規模ではなく立地に依拠する場合が

あることを踏まえ、小規模な風力発電及び太陽光発電についても適正な環境配慮が確

保される施策を早期に検討し、所要の措置を講ずること。また、地球温暖化対策の推

進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設

定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニ

ングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 

七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等

からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業

者等への周知を十分に行うこと。 

八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準

的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定の

ための調査を開始し、早急に策定すること。 

九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事業開始後に顕在化した環

境影響が確認された場合には、事業計画や環境保全措置の見直し・変更を促す仕組み

を早急に検討すること。 



十、諸外国等で実施されている、個別事業の計画・実施の枠組みを与えることになる上

位の計画や政策の検討段階における戦略的環境影響評価の導入に向け、具体的な検討

を早急に開始すること。 

十一、事業内容に変更等があった場合に事業者による環境配慮手続を再実施すること等

を確実に担保するための方策や、法対象規模を下回る事業に係る効果的かつ効率的な

環境配慮の確保等について速やかに措置する必要性に鑑み、本法附則第四条に基づく

検討時期を待つことなく不断に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


